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わが国の高齢化は世界に例をみない速度で進行し

ており、２００５年の高齢化率（総人口に占める高齢者

の割合）は１９.９％と先進国の中ではイタリア（２０.０％）

に次いで高い（内閣府［２００５］１４頁）。高齢化率は

その後も増加し続け、２０１０年に２２.５％、２０１５年に

２６.０％、そして２０２０年には２７.８％になると予測さ

れている（国立社会保障・人口問題研究所のホーム

ページによる）。このように、わずか１５年ほどの間

に高齢化率は７.９ポイントも増加し、総人口のうち４

分の１を超える層が高齢者となるのである。この急

激な上昇は、わが国の経済や産業にとどまらず、高

齢者が居住し、活動する地域社会にも大きな影響を

与えることは避けられない。

高齢者は、多額の貯蓄を背景に旅行や趣味を楽し

むなど、消費意欲は多様で旺盛であるといわれるが、

加齢からくる行動能力の低下は否定できない。高齢

者になると、以前のようには自由に体を動かすこと

が難しく、地域社会での人々との触れ合いに支障を

来すことも考えられる。

そのような地域社会で、これまで、地域の祭りや

清掃、防災・防犯等で中核的な役割を担っていたの

が近隣型や地域型の商店街であり、今後商店街に対

する期待はますます高まると考えられる。

商店街においても、中小企業庁の「商店街実態調

査」にみられるような、空き店舗の増加や後継者不

足といった厳しい現況の改善を志向するうえで、地

域のインフラストラクチャー（いわゆる「地域イン

フラ」）としての機能保持は欠かせない。地域社会、

高齢者からの要請にどの程度まで応えることができ

るかが、商店街の存続可能性を規定する要因の一つ

になると考えられる。

本稿は、このような問題意識のもとに行った調査

結果（１）を要約したものである。

高齢者対応の必要性に関して、「非常に強く感じて

いる」商店街が１８.３％、「やや強く感じている」商

店街が４２.２％と、全体の６割が程度の差はあれ、高

齢者対応の必要性を強く感じていることがわかる。

都府県別に対応の必要性を強く感じている商店街

の割合をみると、愛知県が６８.４％、大阪府が６３.９％

と６割を超えているのに対し、東京都では５５.９％と

やや少ない（表１参照）。

商店街のタイプ別に、高齢者への対応の必要性を

強く感じている商店街の割合をみると、近隣型６６.３％、

地域型６３.８％、広域型２１.１％、超広域型８.３％とな

っており、商圏範囲が狭くなるにしたがって高齢者

への対応の必要性を感じている商店街が増加してい

く傾向がみてとれる（表２参照）。

しかし、超広域型や広域型の商店街とは異なり、

地域住民とのかかわりが不可欠な近隣型や地域型の

商圏範囲の狭い商店街ほど、高齢者
対応を強く感じている

高齢者への対応の必要性を強く感じて
いる商店街が、全体の６割を占める

調査のねらい

高齢社会に対応した商店街づくりをめざして
～大阪府・東京都・愛知県内の商店街を対象に

高齢者対応の実態を調査～　

大阪府立産業開発研究所（問い合わせ：０６－６９４７－４３６２）

表１　高齢者への対応の必要性（都府県別）

 自治大阪2006.8月号  06.8.10 10:20 AM  ページ 38



商店街でも、必要性を感じていない商店街がほぼ３

分の１を占めているということは、高齢者対応への

認識が十分に浸透しているとは言い難い（２）。

商店街における高齢者支援活動への取組状況をみ

ると、「買上商品の配達」が２９.９％と最も多くあげ

られており、以下、「電話、ＦＡＸでの受注・配達」

（２２.６％）、「商店街・店舗施設の段差の解消」（２０.９％）、

「高齢者向け商品の品揃え」（１９.９％）、「量目や販売

量の小単位化」（１６.４％）、「休憩所、休憩コーナー

の設置」（１５.１％）と続いている（表３参照）。しか

し、最も多く行われている事業でも、実施割合は３

割程度でしかない。商店街が増加し続ける高齢者を

顧客として取り込むには、高齢者支援事業への取組

強化が必要なことを忘れてはならないだろう。

都府県別にみると取組状況に若干の違いがみられ

る。大阪府と東京都の比較では、「高齢者向け商品の

品揃え」のほか、「商店街・店舗施設の段差の解消」

や「休憩所、休憩コーナーの設置」については、大

阪府の方が活発に取り組んでいることがわかる。

また、愛知県は取り組んでいる事業の種類は大阪

府や東京都に比べて少ないものの、「商店街・店舗施

設の段差の解消」を始め、「高齢者向け商品の品揃

え」や「量目や販売量の小単位化」、「ＰＯＰやチラ

シの文字の拡大」はいずれも大阪府や東京都の実施

割合を上回っている。

商店街のタイプ別に高齢者支援活動への取組状況

をみると、近隣型の商店街では比較的経費が少なく、

個店ベースでも実施できそうな「買上商品の配達」

が３６.８％と最も多く、次いで、「電話、ＦＡＸでの

受注・配達」（２７.７％）や「高齢者向け商品の品揃

え」（２２.７％）が多く実施されている（表４参照）。

一方、地域型の商店街では、「商店街・店舗施設の

段差の解消」（３２.３％）や「休憩所、休憩コーナー

の設置」（２２.６％）など比較的ハード施設の整備が

多くなっている。このほか、「買上商品の配達」も

２１.５％と多くあげられており、近隣型や地域型の商

店街において、買上商品の配達は高齢者支援のため

の基本事業の一つに位置づけられよう。

近隣型はソフト面、地域型はハード
面での取組が中心

高齢者支援活動への取組はやや低調
都府県別では、大阪府が東京都よりも活発
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表２　高齢者への対応の必要性（商店街タイプ別）

表３　高齢者支援活動への取組状況（都府県別）
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商店街が高齢者支援活動に取り組まない理由とし

て、「組合員の意識が不十分」が３８.１％と全体の４

割近くを占めており、このほか、「人手不足」（３６.９％）

や「資金不足」（３３.８％）、「効果が不明」（３１.９％）

も３割を超える（表５参照）。

このうち、「組合員の意識が不十分」は各都府県で

ほぼ同程度あげられているのに対し、他の項目では

その割合に違いがみられる。例えば、「資金不足」は

愛知県が５５.０％と非常に多く、大阪府も３８.７％と多

くあげられているのに対し、東京都は２６.０％と大阪

府より１２ポイント以上も低い。「効果が不明」も大阪

府が４０.７％、愛知県が３５.０％と多いのに対し、東京

都は２２.７％と大きく下回る。このほか、「やり方がわ

からない」も、大阪府や愛知県がそれぞれ２４.７％、

２５.０％であるのに対し、東京都は１２.０％と半分以下

となっている。

このように、大阪府と東京都の商店街の対比では、

「効果が不明」のほか、「資金不足」や「やり方がわ

からない」の３項目において全て大阪府が多くなっ

ているが、その要因として、大阪府内商店街におけ

る新しいものへの取組意欲の減退や情報収集力の不

足が考えられる。

商店街のタイプ別に未実施の理由をみると、近隣

型では、「人手不足」（４２.２％）や「資金不足」（４０.１％）

といった物理的な側面をあげている商店街が多い。

取り組まない主な理由は、近隣型は
物理的側面、地域型は意識的側面

高齢者支援活動に取り組まない理由
は、大阪府と東京都で異なる
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表４　主な高齢者支援活動への取組状況（商店街タイプ別）

表５　高齢者支援活動に取り組まない理由（都府県別）

 自治大阪2006.8月号  06.8.10 10:20 AM  ページ 40



一方、地域型では、「組合員の意識が不十分」（４４.９％）

や「効果が不明」（３７.８％）のように事業に取り組

む際の意識的な側面が多くあげられている（表６参

照）。

商店街活動の展開において、「常に目標を設定して

いる」のは３８.９％、また、「事業実施後に、常に事業

評価を行う」のは４１.６％といずれも全体の４割程度

にとどまる（表７参照）。このため、商店街が効果的

な高齢者支援事業を実施するには、最初に計画を立

て、それを実行し、その結果を反省することで、次

の計画に活かすという、「マネジメント・サイクル」

（ＰＤＣＡ）の習得、実践が必要といえるだろう。

このほか、商店街構成員間の連携にとどまらず、

地域社会の各活動団体との連携も必要になってくる。

特に、地域社会と不可分な関係にある近隣型や地域

型の商店街において、その連携の重要性は非常に高

い。しかし、「地域の自治会や老人クラブと共に活発

な活動を行っている」商店街は２１.０％でしかない。

また近年、まちづくり活動において積極的な役割を

果たしているＮＰＯ（民間非営利組織）との関係構

築が重要な課題となっているが、現在のところ「地

域のＮＰＯと活発な活動を行っている」のは８.２％と

１割にも満たない。このため、「地域住民から頼りに

されている」とする商店街が３３.９％と３分の１程度

高齢者支援活動の円滑な実施には、マネジメント・
サイクルの実践、地域の各団体との連携強化が必要
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表６　高齢者支援活動に取り組まない理由（商店街タイプ別）

表７　商店街の運営状況に対する自己評価
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にとどまっていると考えられる。

東和銀座商店街振興組合（東京都足立区）の田中

武夫理事長が強調するように、近隣型や地域型の商

店街において、地域貢献が非常に大きな意味を持っ

ていることを十分に認識し、地域住民との連携によ

り、地域社会を良くするための活動を活発に行うこ

とが求められる（３）。その際に、行政や商工会議所な

どの公益団体を巻き込んで行うことが、より大きな

効果を発揮することを忘れてはならないだろう。

［注］

（１）本調査は、大阪府・東京都・愛知県内の商店街

の現状と高齢社会対応についての意識や取組状況

を明らかにするために行った。

（１調 査 対 象：大阪府・東京都・愛知県内の商店街

（全国商店街振興組合連合会［２００４

ａ］に記載している商店街より５０％

の無作為抽出）

（１調 査 方 法：郵送自記式

（１調 査 時 期：２００５年１０月

（１有効回答数：３２４件（回収率２１.５％）

（１内　　　訳：大阪府１５１件（同３６.０％）、東京都

１５３件（同１５.８％）、愛知県２０件

（同１７.１％）

（２）高齢者を含めた地域住民への対応を積極的に展

開しだしたのがＣＶＳを展開する大手コンビニチ

ェーンである。同チェーンは、各店舗を地域社会

にとってなくてはならない地域インフラとして位

置づけようと、各種の機能を付加し続けている。

これに対して、行政もＣＶＳが郵便局や公民館の

施設よりも高密度に立地していることに着目し

て、高齢者への支援サービス（公共サービスを含

めて）の拠点に利用できないかという研究プロジ

ェクトを大手コンビニチェーンとの間で行ったこ

とがあるようだ。この点に関して、伊藤元重氏は

高齢社会における「流通ネットワークのあり方」

を考えた場合、ＣＶＳが「高齢者対応の拠点とし

て非常に面白い存在になる」と評している（詳細

は、伊藤［２００１］１１２頁参照）。

（３）田中氏は、理事長を務める東和銀座商店街振興

組合の組合員を株主とする、地域支援のためのま

ちづくり会社「株式会社アモール・トーワ」を設

立して、高齢者向けのランチ宅配事業やその他の

地域支援事業を行っている。こうした事業は、雇

用創出の機能までも果たしている（売上高４.７億

円、従業員数２００人［うちパート１６０人］）。また、

「近所の困りごと」に関する相談機能を同商店街

だけでなく足立区内の６５商店街にまで拡げ、行

政（足立区）との連携のもとに地域住民のあらゆ

る相談に対応できる相談窓口「よろず相談所」の

設置にまで展開させている（詳細は、大阪府立産

業開発研究所［２００６］８７～９０頁参照）。
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